
使用量 単位：千ｍ3

順位

全 国 24,150

静 岡 県 1,635 1

北 海 道 1,441 2

山 口 県 1,405 3

愛 知 県 1,382 4

愛 媛 県 1,066 5

三 重 県 678 13

香 川 県 87 43

山 梨 県 80 44

長 崎 県 63 45

奈 良 県 49 46

沖 縄 県 41 47

１事業所当たり使用量

単位：ｍ3

順位

全 国 514

山 口 県 2,564 1

愛 媛 県 1,877 2

宮 崎 県 1,743 3

徳 島 県 1,409 4

大 分 県 1,381 5

三 重 県 642 17

山 梨 県 177 43

長 野 県 174 44

大 阪 府 151 45

奈 良 県 109 46

東 京 都 69 47

都道府県 値

値都道府県

37 工業用水（淡水）使用量

● 工業用水（淡水）使用量（１日当たり） 令和5年

【資料出所】
総務省・経済産業省「2024年経済構造実態調査（製造業事業所調査）」

【備考】
製造事業所における工業用水（淡水）の1日当たり使用量は、従業者30人以上の事業所を調査の範囲として

いる。
事務所数は、令和６年６月１日現在の数値である。

令和5年の三重県の従業者30人以上の事業所における1日当たり工業用水（淡水）使用
量は67万8千m3で、全国順位は13位となっています。また、１事業所当たりでは
642m3で、全国順位は17位となっています。

〔１事業所当たり使用量〕

〔使用量〕

（以上）    　（未満）

1,200 ～

900 ～ 1,200

600 ～ 900

300 ～ 600

～ 300

　　【単位：千㎥】

（以上）    　（未満）

1,200 ～

900 ～ 1,200

600 ～ 900

300 ～ 600

～ 300

　　【単位：㎥】


